
令和２年度農業委員会活動計画

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
活
動
計
画
を
作
成
し
、

地
域
農
業
者
の
代
表
と
し
て
本
町
農
業
の
振
興
と

公
正
・
公
平
な
農
地
制
度
の
運
用
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

あ
あ
あ
あ
あ
あ

本
年
度
の
計
画
は
次
の
と
お
り
で
す
。

あ

化
を
図
る
た
め
、
現
地
調
査
活
動
と
農
政
活
動
を
進

め
ま
す
。

③
遊
休
農
地
対
策

「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」
や
「
農
地
利
用
状
況
調
査
」

等
を
実
施
し
、
遊
休
農
地
の
解
消
と
無
断
転
用
の
防

止
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

④
情
報
活
動
の
推
進

「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」
の
発
行
、
全
国
農
業
新

聞
の
普
及
を
進
め
、
農
業
情
報
を
伝
え
ま
す
。
ま
た
、

将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た
生
活
を
確
保
す
る
た
め
、

農
業
者
年
金
制
度
の
普
及
啓
発
に
努
め
ま
す
。

⑤
意
見
の
具
申
等

地
域
農
業
の
諸
課
題
の
改
善
に
向
け
、
関
係
機
関

と
の
意
見
交
換
を
行
う
な
ど
、
農
業
振
興
の
推
進
に

努
め
ま
す
。

⑥
農
業
委
員
会
体
制
の
充
実

研
修
等
を
積
極
的
に
進
め
、
委
員
、
職
員
の
資
質

の
向
上
と
、
業
務
の
迅
速
な
対
応
に
努
め
ま
す
。

今 回 の 内 容

○令和２年度農業委員会活動計画

○第24期会長就任あいさつ・農業

委員の紹介

○農地のあっせん申し出状況

○農地の相続登記をしましょう

○農地を転用するときは農地法の

許可が必要です

○農業委員会からのお知らせ

○農業委員会からのお願い

○農業者年金

○編集後記

１

活
動
の
目
標
（
要
略
）

①
地
域
に
根
ざ
し
た
農
業
委
員
会
活
動
の
強
化

農
業
委
員
一
人
ひ
と
り
が
地
域
に
お
け
る
実
践
活

動
の
担
い
手
と
し
て
、
効
率
的
・
安
定
的
な
農
業
経

営
の
育
成
を
図
る
上
で
の
役
割
を
発
揮
し
、
現
場
の

課
題
解
決
に
向
け
た
積
極
的
な
諸
活
動
を
展
開
し
ま

す
。

②
優
良
農
地
の
確
保
・
有
効
利
用
へ
の
取
り
組
み
強

化
農
家
の
持
続
的
経
営
と
振
興
の
た
め
「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」
を
軸
と
し
て
地
域
の
自
主
性
に
配
慮
し
た

利
用
集
積
に
よ
り
優
良
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
を

進
め
ま
す
。

２

具
体
的
な
活
動
計
画

①
担
い
手
育
成
対
策

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
よ
る
認
定
農
業
者

へ
の
支
援
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
家
族
経
営
協
定

を
推
進
す
る
な
ど
、
後
継
者
や
女
性
農
業
者
も
積
極

的
に
農
業
経
営
に
参
画
で
き
る
経
営
管
理
の
近
代
化

を
推
進
し
ま
す
。

②
地
域
農
業
振
興
対
策

地
域
に
お
け
る
農
業
の
実
態
と
特
性
を
把
握
し
、

地
域
全
体
の
土
地
利
用
へ
の
関
与
や
監
視
機
能
の
強



町
民
の
皆
さ
ま
に

は
、
日
頃
よ
り
町
農

業
の
発
展
、
農
業
委

員
会
の
活
動
に
多
大

な
る
ご
理
解
と
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
の
農
業
委
員
改
選
に
あ
た
り
、
新
た
に

10
名
の
農
業
委
員
が
任
命
さ
れ
、
第
１
回
町
農
業

委
員
会
総
会
に
お
い
て
、
委
員
各
位
の
ご
推
挙
に

よ
り
、
第
24
期
の
会
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

も
と
よ
り
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
農
業
委
員

10
名
と
事
務
局
職
員
２
名
が
一
丸
と
な
り
、
比
布

町
農
業
振
興
発
展
の
た
め
、
最
善
の
努
力
を
い
た

す
所
存
で
す
。

ま
た
、
退
任
さ
れ
ま
し
た
前
会
長
の
上
西
彰
一

氏
、
杉
山
和
行
氏
、
出
口
孝
一
氏
、
小
野
明
男
氏

に
は
、
長
き
に
わ
た
り
農
業
委
員
活
動
に
ご
尽
力

い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。結

び
に
、
各
関
係
機
関
の
皆
さ
ま
を
は
じ
め
、

町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
の
程
お
願
い

申
し
上
げ
、
就
任
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

第24期農業委員

令和２年７月20日に就任した

新しい農業委員を紹介します
（議席順・敬称略）

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に

基づき、市町村ごとに設置されている行政委員会で、

市町村長が議会の同意を得て任命します。

比布町では、６月17日開催の町議会定例会で承認

され、７月20日に比布町長より任命されました。

なお、任期は令和５年７月19日までの３年です。

会
長
就
任
に
あ
た
っ
て

農
業
委
員
会
会
長

御
囲

正
寛

（
５
区
・
３
期
）

会長職務代理

福井 伸夫

（３区・２期）

大熊 勝幸

（７区・２期）

山口 剛志

岡田 浩幸

（９区・１期）

山口 剛志

山口 剛志

（６区・４期）

山口 剛志

山口 秀則

（２区・１期）

山口 剛志

武藤 加代子

（11区・２期）

山口 剛志

勝見 宏彰

（21区・１期）

山口 剛志

安田 渉

（15区・１期）

退
任
さ
れ
た
委
員
（
敬
称
略
）

長
き
に
わ
た
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

上
西

彰
一
（
24
年
）

（
内
会
長
12
年
、
会
長
職
務
代
理
３
年
）

小
野

明
男
（
12
年
）

杉
山

和
行
（
９
年
）

出
口

孝
一
（
６
年
）

信濃 和子

（新町・２期）

農地や農業に関する相談は、農業委員または

農業委員会事務局までお問い合わせください。

（
議
席
順
）



売りたい（現在賃貸中）

農地移動適正化あっせん事業により、農地等の

買受・売渡を希望される方の「あっせん申出」を

受け付けています。

この事業で行われた売渡には、譲渡所得の特別

控除等の特別措置があります。

詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせく

ださい。 （☎８５－４８０９）

売りたい・貸したい（所有者耕作中）

番号 所在地 地目 面積(ha) 番号 所在地 地目 面積(ha)

１ 北６線14号 田 3.9 ８ 北４線14号 田 5.7

２ 北５線12号 田 4.7 ９ 北４線12号 田 3.1

３ 北５線６号 田・畑 6.4 10 北３線５号 田 1.0

４ 北１線９号 田・畑 3.8 11 北４線10号 田 3.1

５ 緑町１丁目 田 0.5 12 基線９号 田 4.6

６ 基線１号 田 4.2 13 北４線10号 田 0.6

７ 北５線11号 田 3.4 14 北１線２号 田 2.9

農地の売買・賃貸借の申し出状況は、下表

のとおりです。（令和２年６月30日現在）

番号 所在地 地目 面積(ha)

１ 北８線14号 田 4.3

２ 北９線14号 田 5.7

３ 北７線12号 田 4.8

４ ※基線１号 田・畑 4.8

５ 北９線10号 田 2.0

番号 所在地 地目 面積(ha)

６ 北８線13号 田 5.6

７ 北４線11号 田 1.4

８ 北６線10号 田 0.9

９ 寿町２丁目 田 0.9

10 中町１・２丁目 田・畑 0.9

※賃貸期間中は、借主の耕作が優先となります。

※５番は農用地区域外のため、農地移動適正化あっせん事業の対象外です。

農 地 の 相 続 登 記 を

し ま し ょ う

登記名義人がお亡くなりになられた

農地は、相続人が相続登記をする必要

があります。

未相続のままの農地は、売買や転用

ができません。葬儀等が終了し、気持

ちが落ちつかれた後でよろしいので、

法務局への登記手続きをお願いします。

また、農地を相続した方は、農業委

員会に届け出が必要となります。

農 地 を 転 用 す る と き は

農地法の許可が必要です

農地を住宅や農業施設等の建物敷地、資材置場、

駐車場など、農地以外の用地に転換することを転

用といいます。

農地は原則として転用できないことになってい

ますが、一定の要件を満たす場合は、許可を受け

ることができます。

無断に転用した場合や、転用許可に係る事業計

画どおりに転用していない場合は、農地法に違反

することとなり、罰則の適用もあります。

※４番は売買のみの希望です。

※９番、10番は農用地区域外のため、農地移動適正化あっせん事業の対象外です。



農
業
委
員
会
総
会
の
傍
聴
及
び

議
事
録
の
閲
覧
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
第
32
条
及
び
第
33

条
に
基
づ
き
、
農
業
委
員
会
総
会
の

公
開
及
び
議
事
録
の
縦
覧
を
行
っ
て

ま
す
。

農
業
委
員
会
総
会
の
開
催
日
は
、

町
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ
い
。

ま
た
、
議
事
録
の
閲
覧
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま

で
お
越
し
下
さ
い
。

農
業
委
員
会
活
動
計
画
に
対
す
る

ご
意
見
等
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
委
員
会

だ
よ
り
表
紙
に
記
載
し
て
い
る
令
和

２
年
度
比
布
町
農
業
委
員
会
活
動
計

画
に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
か
ら
の
意
見

等
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

農
地
利
用
状
況
調
査
等
に
つ
い
て

毎
年
、
全
町
の
農
地
を
対
象
に

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
と
併
せ
て
農
地

利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
、
耕
作

放
棄
地
や
無
断
転
用
等
の
早
期
発

見
と
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

お
気
付
き
の
点
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
農
業
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

農
用
地
利
用
集
積
計
画
な
ど
に
よ
る

農
地
の
利
用
に
つ
い
て

農
地
を
利
用
す
る
方
は
、
「
そ
の

農
地
を
適
正
か
つ
効
率
的
な
利
用
を

確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
農

地
を
借
り
て
耕
作
し
て
い
る
方
は
、

貸
主
、
借
主
の
良
好
な
関
係
を
維
持
・

継
続
す
る
た
め
に
も
、
農
地
の
修
繕

や
改
良
が
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
の

都
度
話
し
合
い
を
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
農
地
に
雑
草
が
繁
茂
す
る

と
、
火
災
や
病
害
虫
の
発
生
、
不
法

投
棄
を
招
く
な
ど
の
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。
農
地
を
所
有
し
て
い
る
方
、

利
用
し
て
い
る
方
は
、
日
頃
か
ら
農

地
の
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
刈
っ

た
雑
草
は
適
正
に
処
理
し
、
周
辺
に

お
住
ま
い
の
方
に
迷
惑
を
掛
け
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

編

集

後

記

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
願
い

編
集
委
員

御
囲

正
寛

福
井

伸
夫

山
口

剛
志

大
熊

勝
幸

武
藤
加
代
子

詳しくは農業委員会事務局又は農協管理課へ

お尋ねください。

こ
の
度
、
農
業
委
員
は
７
月
19
日

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
り
、
新
た

に
選
任
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

退
任
さ
れ
た
委
員
に
は
、
長
年
に

わ
た
り
活
動
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
上

西
彰
一
氏
は
、
任
期
24
年
、
内
委
員

長
を
12
年
務
め
、
農
業
委
員
会
運
営

に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
発
生
に
よ
り
人
々
の
行
動
が
制
限

さ
れ
、
経
済
が
低
迷
状
態
に
な
り
、

比
布
町
に
お
い
て
も
例
外
と
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
春
作
業
か
ら
始
ま
っ
た

農
業
経
営
は
止
ま
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
今
年
も
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い

豊
穣
の
秋
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。

（
福
井

伸
夫
）

60歳未満

国民年金

第１号被保険者

年間60日以上

農業に従事


